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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人日本

情報経済社会推進協会（JIPDEC）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日

本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日

本工業規格である。 

これによって，JIS Q 27006:2012 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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序文 

この規格は，2015 年に第 3 版として発行された ISO/IEC 27006 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

マネジメントシステムを審査及び認証する機関に対する基準を規定する規格として，JIS Q 17021-1:2015

がある。 

このような審査及び認証する機関を，JIS Q 27001:2014 に沿って情報セキュリティマネジメントシステ

ム（以下，ISMS という。）の審査及び認証を実施する目的で，JIS Q 17021-1:2015 に適合しているとして

認定するためには，JIS Q 17021-1:2015 に対して追加の要求事項及び手引が必要である。この規格は，こ

のような追加の要求事項及び手引を提供する。 

この規格は，JIS Q 17021-1:2015 の構成に沿っている。また，JIS Q 17021-1:2015 を ISMS 認証に適用す

るための ISMS 固有の追加の要求事項及び手引は，“IS”という表記によって識別されている。 

この規格において，“～なければならない”という表現は，JIS Q 17021-1:2015 及び JIS Q 27001:2014 の

要求事項を反映する必須要件の規定を示すために用いられている。“～ことが望ましい”という表現は，推

奨事項を示すために用いられている。 

この規格の主な目的は，認定機関が認証機関を評価しようとする場合に用いる規格の適用を，より有効

に整合できるようにすることである。 

この規格において，“マネジメントシステム”及び“システム”という用語は，区別なく用いられている。

マネジメントシステムの定義は，JIS Q 9000:2005 に規定されている。この規格で用いられているマネジメ

ントシステムを，他の種類のシステム，例えば，IT システムと混同しないほうがよい。 

 

1 適用範囲 

この規格は，JIS Q 17021-1:2015 及び JIS Q 27001:2014 に規定する要求事項に加えて，ISMS の審査及び

認証を行う機関に対する要求事項を規定し，かつ，手引を提供する。この規格は，ISMS 認証を行う認証

機関の認定を支援することを主として意図している。 

この規格に含まれる要求事項は，ISMS 認証を行う機関によって，力量及び信頼性の観点から実証され


